
須賀川地方新ごみ処理施設建設運営事業　新旧対照表

編 章 1 1 (1) ア ｱ) i)

1 要求水準書 7 1 3 2 5 (2) ア
試運転終了後にし尿処理施設、最終処分場の
水処理施設及び新設ストックヤードへ電力供
給する。

試運転終了後にし尿処理施設、最終処分場の
水処理施設へ電力供給する。

質問回答書を踏まえた修正

2 要求水準書 9 2 1 1 3 (1) ク (カ)
将来建設予定のストックヤード（500㎡程度、
照明・保守用電源程度）への分電

（削除） 質問回答書を踏まえた修正

3 要求水準書 30 2 1 4 14 (2)
…組合の承諾を得たもののみ使用可とす
る。

…組合の承諾を得たもののみ使用可とす
る。ただし、電気品を除く。

質問回答書を踏まえた修正

4 要求水準書 102 2 4 1 7 (1) ウ (ｲ) ⅵ) 非常用切替器（常用－発電）　１式 （削除） 質問回答書を踏まえた修正

5 要求水準書 113 2 4 2 3 (4) ア (ｲ)
表２－２３
6.その他必要な箇所

表２－２３
6.組合管理事務室
7.その他必要な箇所

質問回答書を踏まえた修正

6 要求水準書 152 3 4 1 (1) エ
施設パンフレット（一般用：年間100部、
小学生用：1,000部）

施設パンフレット（一般用：年間200部、
小学生用：1,000部）

質問回答書を踏まえた修正

7 要求水準書 156 3 6 2 (1) 資源物は、組合が資源化を行う。 資源物は、運営事業者が資源化を行う。 質問回答書を踏まえた修正

頁 変更理由新旧資料名
項目

要求水準書（1/1）


